
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（４３７） 

２．日 時：令和５年１月１８日 １１時５０分～１２時０５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

天野安全管理調査官、宮本上席安全審査官、片桐主任安全審査官、 

藤原主任安全審査官、秋本安全審査官、小野安全審査官、 

上田審査チーム員 

 

北海道電力株式会社： 

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他２名 

牧野原子力事業統括部 原子力部長※、他１４名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和４年

３月９日 第７０回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施し

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 残されている審査上の論点とその作業方針および作業

スケジュールについて 

（２）泊発電所３号炉 DB/SA/BF 審査資料の説明状況 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:03 泊 3 号機に関してのこの残されている審査上の論点とその作業方針及び

作業スケジュールについてのヒアリングの方を開始したいと思いますの

で、 

0:00:14 説明の方よろしくお願いします。 

0:00:19 はい。北海道電力の金岡です。 

0:00:25 あまり、お配りしてる資料でＢＳバックフィットの審査資料の説明状況

をという、資料がございます。こちらの方でですね、 

0:00:37 ＤＢＳＡに関わる各条文の進捗状況について説明させていただきます。 

0:00:45 こちらですけれども、赤字の部分が前回 12 月の 6日のですね審査会合

から更新した部分を赤字で識別してございます。 

0:00:58 1 月 24 日の審査会合ではこの部分すべて黒字として提出提出させていた

だきます。 

0:01:06 各項目なんですけれども資料提出という項目がございますけれどもこち

らにつきましては、資料を提出してですね、ヒアリングを行ったような

日その実績をですね、 

0:01:22 記載している部分となってございます。 

0:01:25 あと、薄い緑の網掛けの部分ございますけれども、こちらについては今

回、1月の 24 日の審査会合で、ご説明する案件を、薄い緑の網かけとを

してございます。 

0:01:42 衛藤衛藤、前回から変えたようなところといたしましてはＩＤの 26 番

と 27 番、になりますけれども、 

0:01:51 こちらにつきましては、地震のＰＲＡを津波のＰＲＡの部分になりま

す。こちら、前回まで日付をですね、他の項目と同様日付を記載してい

たんですけれども、 

0:02:06 この大元となります。論点、スケジュールの資料の方でですね、こちら

については資料の説明項目としてスケジュールを設定してございますの

で、この資料では、 

0:02:19 日付を書く資料、日付は記載せず対象外ということで、今回見直しをし

てございます。 

0:02:26 同じようなものが、もうＩＤの 53番ですね。 

0:02:31 ＩＤの 53番の項目になりますけれどもこちらがアクセスルートに関わ

る項目になります。こちらについても同様に、 

0:02:41 論点とスケジュールの方で、スケジュールをお示ししてございますので

この資料からは対象外ということで今回見直してございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:51 主に前回からの変更箇所は以上となります。ご説明は以上です。 

0:02:58 はい、ありがとうございます。ちょっとこのん中で、 

0:03:03 17 条と 33 条だけ括弧の一番峰ステータスのところに、資料修正中括弧

築地って書いてあるんですけど、 

0:03:12 基本的に、本日説明資料というのはまだ、 

0:03:15 フィックスしてるわけじゃないので、 

0:03:18 ステータとして全部同じかなと思うんですけど、この二つだけ書いてる

理由って教えてもらっていいですか。 

0:03:25 はい。北海道電力の金岡です。 

0:03:29 この二つの条文につきましては、はい。辻井がですね、まだ残った状態

で審査会合でご説明させていただきますので、 

0:03:41 引き続き資料を修正中ということで、 

0:03:45 識別をさせていただいているものとなってございます。 

0:03:50 以上です。 

0:03:51 規制庁宮本ですけど。 

0:03:56 随時箇所、すいません、17 条と 33 条で追加書って何でしたっけ。 

0:04:09 はい。北海道電力の金岡です。 

0:04:14 33 条の保安電源につきましては、真ん中辺に記載してますけれども、 

0:04:21 プラント側の築地で開閉所をなど基礎に関する設置地盤の支持、 

0:04:28 に関する反映ということで、こちらの部分がついとして残っているもの

となってございます。 

0:04:37 17 条の部分なんですけれども、こちらにはちょっと 

0:04:43 北海道電力神田です。10 条につきましては、現状の資料ＲＣＰバウンダ

リの拡大した範囲についての検査について、追加であるところの、 

0:04:53 説明が不足しておりましてそちらの方について、検査を充実させる形の

ことを、対する形で考えております。以上です。規制庁、わかりまし

た。で、 

0:05:05 そうするとですね、これは雑維持っていうのが真ん中にある。 

0:05:10 例えば他の通じ箇所があるやつでも、 

0:05:14 多分このステータスのところには築地っていう話はし、書いてないよう

な気がするので、 

0:05:19 ちょっと記載の統一化を図った方がいいかなと思うんですけどいかがで

すか。 

0:05:25 はい。北海道電力の金岡です。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:05:30 そうですね緑のやつで今回審査し、介護にかけるものについては数字が

残っているものは今識別したような状態となってございます。 

0:05:43 10 今の 17 条のですね、辻井の情報が今回、書き切れておりませんでし

たので十七条のところの辻のところに、今、 

0:05:54 言った検査のやつが残るというようなことを、 

0:05:59 追記して修正して提出させていただきたいと思います。以上です。 

0:06:04 すいません北海道電力川元です。今の十四条の数字なんですけれど、ち

ょっとすま確認させて、確認させていただきますけれども、プラスワン

になったことによって、許容値とかが変わってですね、 

0:06:21 それの評価とかが、載せてたのを随時としていた部分もあったかと思い

ますのでそのあたりちょっと整理させて、追記させていただきたいと思

いますよろしくお願いします以上です。規制庁のようですけど 

0:06:35 多分ね、 

0:06:36 靴維持、 

0:06:37 ていうものと、記載の修正とか追加っていうのと、多分、少し識別した

方がいいかなと思っていて、 

0:06:45 ＣＤっていうのは何かが決まらないとまだ待ってますよという形になる

んだけど、 

0:06:50 当然他の情報も今記載の適正化でいろんなものが多分あって、 

0:06:56 それを例えば、松井時ととらえるのか、資料で例えば八条みたいに 8、

八条一応水準あるんだけど、 

0:07:06 要は数、整理するのかっていうところは事後それ事業者でお任せします

けど、そこはよく確認してくださいということです。あと、ちょっとさ

っき言ったステータスのところでどうしましょう、このまま記載して、 

0:07:20 ああしますかね、宮本です。 

0:07:23 はい北海道電力の金岡です。ステータスの部分なんですけれども、随

時、という記載は削除させていただきたいと思います。真ん中辺で通常

の状態がわかりますので、 

0:07:36 ステータスの部分は削除させていただきたいと思います。以上です。は

い、わかりました。 

0:07:42 はい。私の方はとりあえず以上です。 

0:07:49 規制庁の天野ですちょっと今のに関連するんですけど 

0:07:54 さっきの 17 条等 33 条でステータスのところは直されるってことなんで

すけど、築地がある一方で、真ん中の辻欄が 17条ありで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:08:07 33 条なしと、ちょっと不整合になっているようにも見えるので、素行も

含めて、 

0:08:14 ちょっと整理していただきたいのと、 

0:08:16 あと上の方にある 6条とか、八条、九条で基本方針っていうのがあって

ですね、これはちょっと趣旨を確認したいんですけどまとめ資料がま

だ、 

0:08:31 基本方針レベルしか、 

0:08:34 なくて、出せ出せてなくて、まだ築地があるっていう、そういう理解の

基本方針ということでしょうか。 

0:08:44 はい。北海道電力の金岡です。 

0:08:48 そうすね。辻井の有無なんですけれども、 

0:08:55 あとツイジは 2種類記載しておりまして左側に書いている、通知の有無

はこれはハザード側の築地の有無を記載しております。 

0:09:05 その右側にですね 

0:09:07 書いてある、辻野これはプラント側での通知の有無と、プラント側につ

きましてはその解消時期がいつになるのかというところを記載している

ところでございます。 

0:09:19 ハザード側につきましてはなかなか工程を示すことができないので、築

地の有無だけを識別しているところとなってございます。 

0:09:27 もう 1点ですけれども六条等で基本方針の日付記載してますけれども、

こちらはご指摘があった、 

0:09:37 通りなんですけれどもまとめ資料の基本方針に関わる部分だけのご説明

をしていると、いうことで識別しているところとなってございます。 

0:09:47 以上です。 

0:09:48 規制庁の浜野です。ちょっとハザード関連はちょっと 

0:09:54 江藤、ちょっと、ちょっと見方が少し誤っていて、その右の築地括弧プ

ラント関連というところの数字の有無の欄を見る必要があるんですけれ

ども、 

0:10:05 こちらを見てもやはり 17 条は、 

0:10:10 なしで、33 条ありとなっているので、 

0:10:14 ちょっと 

0:10:15 さっきステータスで説明された築地があるっていうのとは少し不整合に

見えるので、そこはちょっと整理が必要かなと。 

0:10:23 いうのが 1点ともう一つ六条等のですね、こっちもう、基本方針って書

いてあるのに 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:32 築地括弧プラント関連の有無の欄が、 

0:10:35 例えば外部火災はありとなっているけれども、竜巻とか火山事象はなし

となっていて、 

0:10:44 基本方針以外のところを後から出すっていうことであれば、ちょっと全

体的に整合がしないような気がするので、 

0:10:53 ちょっとそのあたり、 

0:10:56 誤解のないようにというかわかるように、 

0:10:59 していただく必要があるかなと思いますが、いかがでしょうか。 

0:11:03 北海道電力の岡田ですけれども、少しまず一つ目の十七条のところのツ

イジについては先ほどご議論させていただいた通り、 

0:11:14 こちらの左側のですね、炊事プラント関連というところに本当に数字に

なってるところは記載するということでこの修正もさせていただきたい

というふうに思います。 

0:11:23 あと 6条の基本方針等、別添補足等後それが数字なのかどうかという観

点でございますけれども、 

0:11:32 まず今数字で書いてあるのはですね本当は基本方針の中でも示すものと

しても、まだ 1月に築地なるですとか、地すべりの影響が 3月になると

いうようなところで、 

0:11:45 完全に数字になるものというところで今、と記載してございます。当べ

我々のほうのまとめ資料比較表も含めてまとめ資料を提出するのが筋な

のかっていう観点ですけれども、 

0:11:59 ここは随時というふうには考えていなくて、2回に分け先ほどからも、 

0:12:04 今話してて 2回に分けさせて提出させていただくということで、基本方

針の資料提出と、右側のステータスの方で、ツイジ箇所はないんだけど

もそもそもまとめ資料を示す時期が遅れているという観点で、 

0:12:20 別添補足は、何々の集というような形でこちらの生活の方に、その資料

自体が出せていないということは書かせていただいてると表現している

というもので、まずございます。 

0:12:34 以上です。 

0:12:37 規制庁の天野です。つまりあれですか本、別添と補足は、この数字の分

には関係しないと。で、 

0:12:47 本文という書き、本文のところで、 

0:12:50 あれですか。衛藤。 

0:12:53 基本方針で 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:12:58 随時ありのところわかるんですけど、そうするとんつ築地がなし、な

し、わあ、 

0:13:05 この基本方針って書いてある趣旨はそうすると、 

0:13:10 あれですかね。 

0:13:12 基本方針以外は、いつ出てくるのかってちょっと疑問がわくんですけ

ど。 

0:13:17 要は、単なる資料作成が遅れ、 

0:13:21 我々の資料の方で来提出が、基本方針は 1回お出しさせていただけてる

んですけれども、別添補足の方はまだ出せていないので、一番右側のス

テータスというところに、 

0:13:33 別添補足の出す時期を記載させていただいているというものでございま

す。ただその中の全体資料をお出ししたとしてもですね、例えばその他

自然現象に関する設計方針なんかだと、 

0:13:45 その全体はお出しするんですけれどもその中の一部地すべり影響みたい

なところは 3月にならないと、データが出てきませんので、そこはお出

しする資料の中でも、 

0:13:57 枠囲みしてここの箇所は通じというような資料を出させてもらいます

と、いうような関係になります。 

0:14:06 ロッカー。あ、わかりました回正直に書いてある内容ですね。わかりま

した。はい。以上です。 

0:14:18 じゃなければ、10 日ありませんので北電は何かありますかね。 

0:14:24 北海道電力の石川でございます。北電からは特にございません。 

0:14:27 なければこれでヒアリングの方、終了したいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 


